
告

示

平成™š年˜月˜˜日 火曜日 第œ›�˜号官 報
〇
総
務
省
告
示
第
十
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
三
年
総
務
省
告
示

第
百
五
十
二
号
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
納
付
を
事

務
所
に
お
い
て
現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
指

定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

三
年
一
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日総

務
大
臣

片
山

善
博

近
畿
総
合
通
信
局
の
項
中
「
大
手
町
」
を
「
大
手
前
」

に
改
め
る
。

九
州
総
合
通
信
局
の
項
中
「
二
の
丸
一
番
四
号

熊
本

合
同
庁
舎
第
二
号
館
」
を
「
春
日
二
丁
目
十
番
一
号

熊

本
地
方
合
同
庁
舎
」
に
改
め
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
十
一
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
八
号
）
第
十

八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
総

務
省
告
示
第
三
百
九
十
八
号
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八
条
第
三
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て
現
金
で
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
務
所
を
指
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
適
用
す

る
。平

成
二
十
三
年
一
月
十
一
日総

務
大
臣

片
山

善
博

九
州
総
合
通
信
局
の
項
中
「
二
の
丸
一
番
四
号

熊
本

合
同
庁
舎
第
二
号
館
」
を
「
春
日
二
丁
目
十
番
一
号

熊

本
地
方
合
同
庁
舎
」
に
改
め
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
十
一
号

香
川
県
高
松
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
の
一
部
が
滅
失

し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日法

務
大
臣

仙
谷

由
人

香
川
県
高
松
市
東
浜
町
一
丁
目
二
番
地
八

Ö
田

俊
雄

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
五
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
一

月
二
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
百
八
十
八
号
（
プ
ラ
ム

ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
告
示
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
二
月
十
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

東
京
都
あ
き
る
野
市
秋
川
、
秋
留
、
網
代
、
油
平
、雨
間
、

五
日
市
、
伊
奈
、
入
野
、
上
ノ
台
、
牛
沼
、
小
川
、
上
代

継
、
切
欠
、
草
花
、
小
中
野
、
小
峰
台
、
小
和
田
、三
内
、

下
代
継
、
菅
生
、
瀬
戸
岡
、
高
尾
、
舘
谷
、
舘
谷
台
、
留

原
、
二
宮
、
野
辺
、
原
小
宮
、
引
田
、
平
沢
、
平
沢
西
、

平
沢
東
、
深
沢
、
渕
上
、
山
田
及
び
横
沢
、
青
梅
市
、
八

王
子
市
暁
町
、
石
川
町
、
宇
津
木
町
、
梅
坪
町
、大
谷
町
、

尾
崎
町
、
上
壱
分
方
町
、
川
口
町
、
川
町
、
久
保
山
町
、

左
入
町
、
下
恩
方
町
、
諏
訪
町
、
大
楽
寺
町
、
高
月
町
、

滝
山
町
、
丹
木
町
、
戸
吹
町
、
西
寺
方
町
、
弐
分
方
町
、

丸
山
町
、
み
つ
い
台
、
美
山
町
、
元
八
王
子
町
及
び
谷
野

町
、
羽
村
市
小
作
台
、
川
崎
（
都
道
二
百
四
十
九
号
線
以

西
の
地
域
に
限
る
。）、
五
ノ
神
（
都
道
二
百
四
十
九
号
線

以
西
の
地
域
に
限
る
。）、
栄
町
、
神
明
台
、
玉
川
、羽（
都

道
二
百
四
十
九
号
線
以
西
の
地
域
に
限
る
。）、
羽
加
美
、

羽
中
、
羽
西
、
羽
東
及
び
緑
ヶ
丘
、
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町

海
澤
、
梅
澤
、
大
丹
波
、
川
井
、
小
丹
波
、
丹
三
郎
及
び

氷
川
並
び
に
日
の
出
町

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
米
ノ

七
四
字
城
後
山
二
九（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、

三
五
の
一
、
三
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
及
び
越
前
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町

日
笠
三
六
号
沢
田
一
五
、
三
九
号
滝
谷
三
の
一
、
四
の

一
、
五
の
一
、
六
、
九
三
号
西
滝
谷
一
か
ら
四
ま
で
、

九
、
一
〇
、
一
一
の
一
、
一
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。三

六
号
沢
田
一
五
、
三
九
号
滝
谷
三
の
一
、
四

の
一
、
五
の
一
、九
三
号
西
滝
谷
一
か
ら
四
ま
で
、

一
二

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福

井
県
庁
及
び
若
狭
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

富
山
県
南
砺
市
利
賀
村
大
牧

字
上
ノ
原
一
五
の
一
、
一
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
山
県
庁
及
び
南
砺
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

富
山
県
氷
見
市
赤
毛
字
大
平

三
一
の
一
、
三
一
の
七
、
三
一
の
八
、
三
一
の
二
〇
、

三
一
の
二
二
、
三
四
、
五
四
、
六
四
の
一
、六
四
の
三
、

六
四
の
四
、
六
六
の
一
、
六
九
の
二
、
南
砺
市
井
口
田

屋
字
丸
山
一
の
六
三
か
ら
一
の
六
九
ま
で
、
一
の
七
二

か
ら
一
の
七
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
富

山
県
庁
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦
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